
と
し
て
は
適
当
で
も
通
常
は

ス
タ
ッ
フ
の
個
人
名
ま
で
ネ

ッ
ト
に
出
す
必
要
は
な
い
の

で
、
ネ
ッ
ト
に
個
人
名
を
暴

露
す
る
行
為
は
ス
タ
ッ
フ
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
い
え

ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
削

除
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で

す
。

　

削
除
を
求
め
る
場
合
、
発

信
者
本
人
で
も
投
稿
を
削
除

で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の

で
、
多
く
の
場
合
は
発
信
者

　

口
コ
ミ
サ
イ
ト
の
書
き
込

み
。
多
少
の
こ
と
な
ら
我
慢

し
ま
す
が
ス
タ
ッ
フ
個
人
を

名
指
し
し
て
の
ク
レ
ー
ム
。

何
と
か
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

口
コ
ミ
サ
イ
ト
の
評
価
は

特
に
新
規
患
者
獲
得
に
影
響

し
ま
す
か
ら
、
経
営
者
と
し

て
は
気
を
遣
う
と
こ
ろ
で
す

ね
。
た
だ
、
業
務
に
関
す
る

内
容
で
、
前
提
事
実
の
重
要

部
分
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
人

格
攻
撃
に
及
ば
な
い
よ
う
な

表
現
を
用
い
て
い
る
限
り
公

正
な
論
評
と
し
て
正
当
な
表

現
行
為
に
あ
た
る
余
地
が
あ

り
ま
す
。

　

逆
に
、
業
務
と
無
関
係
な

内
容
で
あ
っ
た
り
、
前
提
事

実
が
誤
っ
て
い
る
場
合
な
ど

は
、
名
誉
毀
損
の
表
現
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ー
ム

で
は
な
く
直
接
サ
イ
ト
の
管

理
者
に
求
め
ま
す
。
違
法
・

有
害
情
報
相
談
セ
ン
タ
ー

（
ｉ
ｈ
ａ
ｈ
ｏ
）
に
は
、
ウ

ェ
ブ
上
の
記
事
を
削
除
す
る

た
め
の
「
送
信
防
止
措
置
依

頼
書
」
の
ひ
な
型
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
を
活
用
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

削
除
だ
け
で
は
足
り
ず
、

発
信
者
に
損
害
賠
償
を
求
め

た
り
、
刑
事
事
件
化
す
る
に

は
、
ま
ず
発
信
者
の
特
定
が

必
要
で
す
。
２
０
２
１
年
の

法
改
正
で
、
発
信
者
情
報
開

示
命
令
事
件
と
い
う
新
た
な

裁
判
手
続
が
創
設
さ
れ
、
以

前
よ
り
は
発
信
者
特
定
へ
の

手
続
き
負
担
が
減
り
ま
し

た
。
通
信
ロ
グ
の
保
存
期
間

が
短
い
こ
と
な
ど
、
ま
だ
ま

だ
課
題
は
多
い
で
す
が
、
検

討
の
余
地
は
あ
る
で
し
ょ

う
。

　

な
お
、
相
談
に
あ
た
っ
て

は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
証
拠

化
（
印
刷
、
ス
ク
リ
ー
ン
シ

ョ
ッ
ト
）
し
た
う
え
で
、
ア

ド
レ
ス
の
特
定
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ

い
。 

（
弁
護
士
・
楠
晋
一
）

転ばぬ先の　
　法律相談

医院経営

第35回 口コミの削除どうすれば？

まずはサイトの
「証拠化」を

イラスト・辻井タカヒロ

談
話
室　

だ
ん
わ
室


